
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
車両のダッシュボード面近傍に配置される画像表示手段を具備した自動車用表示装置であ
って、
前記車両の状態が所定の条件を満たすことが検知された際に、前記画像表示手段の画面の
明るさを、当該車両の乗員が前方を注視しているときの視線方向から遠くなる所定の方向
に向けて漸減させる処理を行うコントローラを具備したことを特徴とする自動車用表示装
置。
【請求項２】
前記車両の乗員の目の位置から前記画像表示手段の中心に向かう線分を中心とした、上下
２０°、左右３０°となる範囲の外側に、前記画像表示手段の画面の一部が配置されるこ
とを特徴とする請求項１に記載の自動車用表示装置。
【請求項３】
前記コントローラによる明るさを漸減する処理は、前記画像表示手段の画面の明るさを直
線的に減少させるものであることを特徴とする請求項１に記載の自動車用表示装置。
【請求項４】
前記コントローラによる明るさを漸減する処理は、前記画像表示手段の画面の明るさを指
数関数的に減少させるものであることを特徴とする請求項１に記載の自動車用表示装置。
【請求項５】
前記コントローラによる明るさを漸減する処理は、前記画像表示手段の画面の明るさを、
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少なくとも該画面上の一部で段階的に減少させるものであることを特徴とする請求項１に
記載の自動車用表示装置。
【請求項６】
前記コントローラは、前記車両の状態が前記所定の条件を満たすことが検知された際に、
前記画像表示手段の画面を一旦減光した後に、漸次明るさを増加する処理を行うことを特
徴とする請求項１に記載の自動車用表示装置。
【請求項７】
前記画像表示手段の画面を一旦減光した後に、漸次明るさを増加するときの割合を、前記
画面上の前記視線方向に近い部分と遠い部分とで変更することを特徴とする請求項６に記
載の自動車用表示装置。
【請求項８】
前記画像表示手段の画面を一旦減光した後、漸次明るさを増加する際に、画面上の前記視
線方向に近い領域のみ明るさを変化させないことを特徴とする請求項６に記載の自動車用
表示装置。
【請求項９】
前記画像表示手段の画面を一旦減光した後、漸次明るさを増加する際の開始時間を、画面
上の前記視線方向に近い領域ほど早くなるように設定することを特徴とする請求項６に記
載の自動車用表示装置。
【請求項１０】
前記画像表示手段の画面を一旦減光した後、漸次明るさを増加する際に、時間経過に対し
て画面の明るさを直線的に増加させることを特徴とする請求項６に記載の自動車用表示装
置。
【請求項１１】
前記画像表示手段の画面を一旦減光した後、漸次明るさを増加する際に、時間経過に対し
て画面の明るさを指数関数的に増加させることを特徴とする請求項６に記載の自動車用表
示装置。
【請求項１２】
前記画像表示手段の画面を一旦減光した後、漸次明るさを増加する際に、少なくとも一部
の領域にて、時間経過に対して画面の明るさを段階的に増加させることを特徴とする請求
項６に記載の自動車用表示装置。
【請求項１３】
前記所定の方向は、前記画像表示手段の画面の、上側から下側に向かう方向であることを
特徴とする請求項１～請求項１２のいずれか１項に記載の自動車用表示装置。
【請求項１４】
前記所定の方向は、前記画像表示手段の画面の、右上近傍から左下近傍に向かう方向であ
ることを特徴とする請求項１～請求項１２のいずれか１項に記載の自動車用表示装置。
【請求項１５】
前記所定の方向は、前記画像表示手段の画面の、左上近傍から右下近傍に向かう方向であ
ることを特徴とする請求項１～請求項１２のいずれか１項に記載の自動車用表示装置。
【請求項１６】
前記所定の方向は、前記画像表示手段の画面上の、下記に示すＰ点近傍からＱ点近傍に向
かう方向であることを特徴とする請求項１～請求項１２のいずれか１項に記載の自動車用
表示装置。
（イ）Ｐ点；乗員が前方を見ているときの視点
（ロ）Ｑ点；乗員が前方を見ているときの視点から画面上で最も遠い点
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、車室内の運転席近傍に配置され、地図や各種の情報を表示する自動車用表示装
置に関する。
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【０００２】
【従来の技術】
従来における自動車用表示装置として、特開平１１－１８４４４６号公報（以下、従来例
１という）、特開平９－２１０７０４号公報（以下、従来例２という）、及び特開平１０
－１１６０５２号公報（以下、従来例３という）に記載されたものが知られている。
【０００３】
従来例１には、現在の時刻及び走行位置に応じて、表示画面の全体的な輝度レベルを調整
する内容が記載されている。そして、日照地域であるかどうかや、トンネル内であるかど
うか等の情報に基づいて、表示画面の輝度レベルを変更することができる。
【０００４】
従来例２には、特定の交通情報が得られた場合には、車両のイルミネーションの状態に応
じて表示画面の明るさを制御する内容について記載されており、運転者は必要な情報を確
実に認識することができる。
【０００５】
従来例３には、観測者の視野環境画像を作成し、その画像における注視点を指定した後、
観測者の視覚の順応度を演算し、更に、この順応度に基づいて表示画面の表示状態を設定
する内容について記載されている。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、前述した従来例１では、周囲環境に応じて表示画面の輝度レベルを調整す
る内容について記載されているものの、例えば、車両がトンネル内に進入したときにおけ
る、明るさに対する運転者の順応性については何ら考慮されていない。
【０００７】
また、従来例２では、特定の交通情報が表示された場合についてのみ表示画面の明るさを
調整するものであり、運転者が暗い環境に少しでも早く順応することについては考慮され
ていない。更に、従来例３では、周囲環境に対する観測者の順応性を考慮して、表示画面
の明るさを調整する内容について記載されているものの、やはり、運転者が暗い環境に即
時に順応することについては記載されていない。
【０００８】
晴天の日中に車両がトンネル内に進入した場合等には、運転者の視覚はそのほとんどの能
力を車両の運転のために割いていると考えられ、自動車用表示装置の表示画面に何らかの
情報が表示されたとしても、その情報が短時間のうちに読み取ることができる視野領域の
外であったり、短時間のうちに読み取ることができる量を超えたものであれば、運転者は
、その情報を読み取ることは容易ではないと考えられる。
【０００９】
即ち、運転者が、短時間のうちに情報を読み取ることができる視野領域を越えた位置、或
いは大きさで表示装置が延設されているときに、例えば、従来例３に記載された技術を適
用しても、運転者の視覚をいたずらに刺激するのみであり、運転者が暗い環境に順応する
という目的に対する効果が低かった。
【００１０】
本発明は、このような従来の課題を解決するためになされたものであり、その目的とする
ところは、周囲環境が変化した際に、運転者の順応性を重視して画面表示を変更すること
が可能な自動車用表示装置を提供することにある。
【００１１】
【課題を解決するための手段】
上記目的を達成するため、本願請求項１に記載の発明は、車両のダッシュボード面近傍に
配置される画像表示手段を具備した自動車用表示装置であって、
前記車両の状態が所定の条件を満たすことが検知された際に、前記画像表示手段の画面の
明るさを、当該車両の乗員が前方を注視しているときの視線方向から遠くなる所定の方向
に向けて漸減させる処理を行うコントローラを具備したことが特徴である。
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【００１２】
請求項２に記載の発明は、前記車両の乗員の目の位置から前記画像表示手段の中心に向か
う線分を中心とした、上下２０°、左右３０°となる範囲の外側に、前記画像表示手段の
画面の一部が配置されることを特徴とする。
【００１３】
請求項３に記載の発明は、前記コントローラによる明るさを漸減する処理は、前記画像表
示手段の画面の明るさを直線的に減少させるものであることを特徴とする。
【００１４】
請求項４に記載の発明は、前記コントローラによる明るさを漸減する処理は、前記画像表
示手段の画面の明るさを指数関数的に減少させるものであることを特徴とする。
【００１５】
請求項５に記載の発明は、前記コントローラによる明るさを漸減する処理は、前記画像表
示手段の画面の明るさを、少なくとも該画面上の一部で段階的に減少させるものであるこ
とを特徴とする。
【００１６】
請求項６に記載の発明は、前記コントローラは、前記車両の状態が前記所定の条件を満た
すことが検知された際に、前記画像表示手段の画面を一旦減光した後に、漸次明るさを増
加する処理を行うことを特徴とする。
【００１７】
請求項７に記載の発明は、前記画像表示手段の画面を一旦減光した後に、漸次明るさを増
加するときの割合を、前記画面上の前記視線方向に近い部分と遠い部分とで変更すること
を特徴とする。
【００１８】
請求項８に記載の発明は、前記画像表示手段の画面を一旦減光した後、漸次明るさを増加
する際に、画面上の前記視線方向に近い領域のみ明るさを変化させないことを特徴とする
。
【００１９】
請求項９に記載の発明は、前記画像表示手段の画面を一旦減光した後、漸次明るさを増加
する際の開始時間を、画面上の前記視線方向に近い領域ほど早くなるように設定すること
を特徴とする。
【００２０】
請求項１０に記載の発明は、前記画像表示手段の画面を一旦減光した後、漸次明るさを増
加する際に、時間経過に対して画面の明るさを直線的に増加させることを特徴とする。
【００２１】
請求項１１に記載の発明は、前記画像表示手段の画面を一旦減光した後、漸次明るさを増
加する際に、時間経過に対して画面の明るさを指数関数的に増加させることを特徴とする
。
【００２２】
請求項１２に記載の発明は、前記画像表示手段の画面を一旦減光した後、漸次明るさを増
加する際に、少なくとも一部の領域にて、時間経過に対して画面の明るさを段階的に増加
させることを特徴とする。
【００２３】
請求項１３に記載の発明は、前記所定の方向は、前記画像表示手段の画面の、上側から下
側に向かう方向であることを特徴とする。
【００２４】
請求項１４に記載の発明は、前記所定の方向は、前記画像表示手段の画面の、右上近傍か
ら左下近傍に向かう方向であることを特徴とする。
【００２５】
請求項１５に記載の発明は、前記所定の方向は、前記画像表示手段の画面の、左上近傍か
ら右下近傍に向かう方向であることを特徴とする。
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【００２６】
請求項１６に記載の発明は、前記所定の方向は、前記画像表示手段の画面上の、下記に示
すＰ点近傍からＱ点近傍に向かう方向であることを特徴とする。
【００２７】
（イ）Ｐ点；乗員が前方を見ているときの視点
（ロ）Ｑ点；乗員が前方を見ているときの視点から画面上で最も遠い点
【００２８】
【発明の効果】
請求項１の発明によれば、車両の状態が晴天の日中にトンネルに入る場合等のように、所
定の条件であることを検知したときに、画像表示手段の画面の明るさを前方を注視してい
るときの視線方向から遠くなる所定の方向に向かって漸減するように制御している。よっ
て、運転中に前方を注視しているときの視線方向から近い位置、即ち、画像表示手段上の
、無理なく視線を移動して情報を読取ることのできる位置には読取るのに適切な明るさで
必要な情報が表示され、視線を大きく移動しないと情報を読み取ることのできない画面位
置では明るさが低減される。その結果、乗員の視界をいたずらに刺激することなく、乗員
の視覚の順応を促すような適切な表示を行うことができる。
【００２９】
請求項２の発明によれば、更に画像表示手段の表示画面の大きさについて、運転席乗員の
目の位置から表示画面の中心に向かう線分を中心として、上約約２０°、左右約３０°以
上の範囲まで、表示画面が延設されるようなものとしているため、短時間のうちに情報を
読み取ることのできる広さの表示画面をいたずらに暗くすることが無い。他方、比較的大
きな画面、即ち、短時間での情報読取りに寄与せず視覚の順応に影響するような視野領域
にまで延設される画面に対して、視覚の順応を促すような適切な表示を行うことができる
。
【００３０】
請求項３の発明によれば、画面の明るさの漸減の方法を、明るさを直線的に減らすものと
しているため、画像処理にかかわる表示装置の負荷を小さなものとすることができる。
【００３１】
請求項４の発明によれば、画面の明るさの漸減の方法を、明るさを指数関数的に減らすも
のとしているため、人間の視覚特性により適合した表示特性とすることができる。
【００３２】
請求項５の発明によれば、画面の明るさの漸減の方法を、明るさを段階的に減らすものと
しているため、表示の内容と明るさを対応させながら画像処理に関わる表示装置の負荷を
小さなものとすることができる。
【００３３】
請求項６の発明によれば、車両の状態が晴天時にトンネルに入るときといった所定の条件
であることを検知したときに、画面をいったん減光した後に漸次明るさを増すものとして
いるため、視覚が暗い視野環境に順応することをいっそう促進することができる。
【００３４】
請求項７の発明によれば、画面をいったん減光した後に漸次明るさを増すときの割合を、
画面上の前記視線方向に近い部分と遠い部分とで変更しているため、より重要な情報を表
示することの多い視線に近い部分は比較的早く読取りやすい明るさとすることができる。
また、前述のような車両の状態で注視されることの少ない視線から遠い部分は、視覚の順
応を妨げないような明るさで表示とすることができる。
【００３５】
請求項８の発明によれば、画面をいったん減光した後に漸次明るさを増すときに、画面上
の前記視線方向に近い部分のみ明るさを変えないものとしているため、画面上の視線に近
い部分に重要な情報を表示するような表示装置において、その重要な情報を常に適度な明
るさで表示し続けることができる。
【００３６】
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請求項９の発明によれば、画面をいったん減光した後に漸次明るさを増すときの時間割合
を、画面上の前記視線方向に近い部分ほど小さくするものとしているため、比較的頻繁に
見ることが多い情報を画面上の視線に近い部分に表示するような表示画面において、その
ような情報を比較的早く読み取ることのできる明るさとすることができる。
【００３７】
請求項１０の発明によれば、画面をいったん減光した後に漸次明るさを増すときの方法と
して、画面の明るさを時間に対して直線的に増加させるものとしているため、画像処理に
かかわる表示装置の負荷を小さなものとすることができる。
【００３８】
請求項１１の発明によれば、画面をいったん減光した後に漸次明るさを増すときの方法と
して、画面の明るさを時間に対して指数関数的に増加させるものとしているため、人間の
視覚特性により適合した表示特性とすることができる。
【００３９】
請求項１２の発明によれば、画面をいったん減光した後に漸次明るさを増すときの方法と
して、画面の明るさを時間に対して段階的に増加させるものとしているため、表示の内容
と明るさを対応させながら画像処理にかかわる表示装置の負荷を小さなものとすることが
できる。
【００４０】
請求項１３の発明によれば、表示画面の明るさを漸減させる方向を、上から下に向かう方
向としているため、画像処理にかかわる表示装置の負荷を小さなものとすることができる
。
【００４１】
請求項１４の発明によれば、表示画面の明るさを漸減させる方向を、画面の右上から左下
に向かう方向としているため、運転席が右側である車両において、運転者の視覚特性によ
り適合したものとすることができる。
【００４２】
請求項１５の発明によれば、表示画面の明るさを漸減させる方向を、左上から右下に向か
う方向としているため、運転席が左側である車両において、運転者の視覚特性により適合
したものとすることができる。
【００４３】
請求項１６の発明によれば、運転席が左右いずれにある車両であるかを問わず、運転者の
視覚特性により適合したものとすることができる。
【００４４】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施形態を図面に基づいて説明する。図１は、本発明の第１～第８の実施
形態に係る自動車用表示装置の構成を示すブロック図である。同図に示すように、この自
動車用表示装置１は、車両のダッシュボードに取り付けられ、地図や車両に関する各種の
情報を表示するディスプレイ（画像表示手段）２と、車両がライト点灯状態にあるかどう
かを検出するライト点灯状態検出手段３と、車両周囲の明るさを検出する照度センサ４と
、車両に搭載される時計回路から現在時刻を検出する時間検出手段５と、車両の現在位置
を演算により求めるナビゲーション装置６と、これらの各情報に基づいて、ディスプレイ
２に表示する画面を制御するコントローラ７と、を具備している。
【００４５】
また、図１に示す符号Ｐ１は、運転者（乗員）が車両前方を注視したときの視線方向であ
り、該視線方向Ｐ１を中心として描かれる楕円状の領域Ｓ１は、運転者が車両前方を注視
している際に、運転者の眼球の動きだけで視認することができる視野領域（これを、安定
注視野という）を示す。
【００４６】
次に、本実施形態の作用を、図２に示すフローチャートを参照しながら説明する。まず、
車両のイグニッションがオンとされると、コントローラ７による処理が開始される。そし
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て、ライト点灯状態検出手段３により、車両に搭載されるライト（ヘッドライト或いはス
モールライト）が点灯されたかどうかが判断される（ステップＳＴ１）。そして、ライト
が点灯されたことが検出された場合には（ステップＳＴ１でＹＥＳ）、コントローラ７は
、ディスプレイ２を夜用の画面に変更する処理を行う（ステップＳＴ２）。なお、夜用画
面とは、昼間時における表示画面よりも、若干暗くした画面である。
【００４７】
次いで、時間検出手段５にて、現在時刻及び日付のデータを検出し（ステップＳＴ３）、
現在昼間であるかどうかが判断される（ステップＳＴ４）。そして、昼間でない場合（ス
テップＳＴ４でＮＯ）には、ディスプレイ２に表示された画面の画像処理を行わない（ス
テップＳＴ５）。
【００４８】
他方、昼間である場合には（ステップＳＴ４でＹＥＳ）、コントローラ７は、図３の特性
図に示すように、ディスプレイ２の画面の上側から下側に向けて画面輝度が直線的に漸減
するように画像処理を加える（ステップＳＴ６）。この際、ディスプレイ２の画面の最大
輝度が、夜用画面本来の輝度に相当するように設定される。また、このような表示方法で
は、画面全体の明るさの総量を小さくして、暗い視野環境に視覚が順応することを促す効
果を有するので、画面の一部について、一時的に夜用画面の本来の明るさよりも若干明る
くしてもかまわない。この点については、後述する各実施形態において同様である。
【００４９】
図４は、ディスプレイ２の画面の表示例を示す図であり、同図に示すように、ディスプレ
イ２の画面の上側から下側に向けて徐々に画面輝度が低下するように表示される。即ち、
画面の下側の明るさを低下させることにより、画面全体の明るさの総量を低減させ、いた
ずらに運転者の視覚を刺激することを回避し、ひいては暗い視野環境に視覚が順応するこ
とを促すことができる。
【００５０】
その一方で、画面上側の明るさを低下させないことで、トンネル内進入時のように、比較
的多くの注意力を要する状況下であっても、なお表示しなければならない車速等の表示は
、運転者が前方を注視しているときの視線に近いところに表示し続けることができる。且
つ、画面の明るさを直線的に変化させているので、コントローラ７内の輝度変化処理に要
する演算量を低減することができる。また、このような処理は現在時刻が日中でない場合
には行われない。
【００５１】
そして、画面輝度を漸減する処理を行った後、コントローラ７は、逐次時間経過を測定し
（図２の、ステップＳＴ７）、所定の時間が経過した後に（ステップＳＴ８でＹＥＳ）、
ディスプレイ２の画面の輝度を、本来の夜用画面の輝度に戻す処理を行う（ステップＳＴ
９）。
【００５２】
ここで、短時間のうちに情報を読み取ることができる視野領域や、運転者の視覚を刺激す
る視野領域を説明するため、人間の視覚特性について説明する。雑誌Ｏ　ｐｌｕｓ　Ｅ、
１９８６年１月号の「生理工学１６」の記事によれば、人間が頭を動かさずに眼球運動だ
けで情報探索が可能である領域「有効視野」は、注視点を中心に左右各１５°、下約１２
°、上約８°であり、頭部運動も加わり、注視動作が安定した状態で行える領域「安定視
野領域」は左右各３０°～４５°、下２５°～４０°、上２０°～３０°である。
【００５３】
それより広い範囲の「誘導視野」においても、視覚情報の存在、即ち、光の存在は認知さ
れ、更に広い範囲の「補助視野」においても、急激な刺激変動などにより、注視動作が誘
発される。即ち、明るさが急激に変化すれば、これを認識することができる。
【００５４】
短時間のうちに情報を読み取るということは、次のような動作と考えることができる。ひ
とつの考え方は、視線、即ち注視点を表示装置に移し、眼球運動のみで情報を探索すると
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いう動作である。その範囲は、有効視野と呼ばれる視野領域で、上下約２０°、左右約３
０°の範囲となる。もうひとつの考え方は、注視動作が安定した状態で行うことができる
範囲内で、頭部運転も加えて情報を探索するという動作である。その範囲は、安定注視野
と呼ばれる視野領域で、上下４５°～７０°、左右は６０°～９０°の範囲となる。
【００５５】
運転中安全のために視線を前方に向けた状態から、わずかな時間前方から視線を外しても
安全と思われるタイミングを見計らって、注視動作を安定して行うことのできる範囲で、
頭部の運動も加えて表示装置上の情報を探索するという動作を考えれば、前方を注視して
いるときの視線を基準にした安定注視野内、即ち、図１に示した楕円の領域Ｓ１の範囲内
が、短時間に情報を読み取ることができる視野領域であり、これを越える範囲が、情報を
読み取ることに寄与せずに運転者の視覚を刺激する視野領域ということになる。
【００５６】
一方で、視線を前方に向けたまま頭部を表示装置の方向に向け、わずかな時間前方から視
線を外しても安全と思われるタイミングを見計らって、視線を表示装置の中心に移動し、
眼球の動作のみで情報を操作するという動作を考えると、表示装置の画面が眼球の動作の
みで探索できる範囲の大きさであれば、その画面全体を使って重要な情報を表示すること
が合理的であると考えられる。
【００５７】
次に、短時間のうちに情報を読み取ることができる視野領域、即ち、有効視野を越えない
表示装置の大きさを考える。液晶やブラウン管等の表示装置は、テレビやコンピュータの
表示装置として適するように、長方形であることが多いので、有効視野を図５の楕円形で
表せば、それを越えない表示装置の大きさとは、図５に示す楕円形に内接する長方形とい
うことになる。即ち、図５に示す線分ｘ１－ｘ２は、運転者の目の位置から左右３０°の
視野角に相当し、線分ｙ１－ｙ２は上下２０°に相当する。
【００５８】
視覚野が一定なら視距離が近い方が各線分の長さは短くなる。通常の乗用車で運転席の座
席を一番前までスライドさせたとき、即ち、背の低い女性がハンドル位置やペダル位置に
合わせて座席をスライドさせたような場合を想定すると、視距離が６００ｍｍ程度になる
場合がある。
【００５９】
その場合、線分ｘ１－ｘ２の長さは、約３２２ｍｍ、線分ｙ１－ｙ２の長さは、約２１２
ｍｍとなり、その楕円に内接する長方形で、長辺と短辺の比が４：３であるものの、対角
線の長さは２６５ｍｍとなる。長辺と短辺の比が４：３とは、通常のテレビやコンピュー
タの画面に相当し、それらの画面の大きさは対角線をインチ表示するのが通常であるから
、２６５ｍｍをインチで表した１０．４が、短時間のうちに情報を読み取ることのできる
視野領域を越えない表示装置の大きさということになる。
【００６０】
そして、本発明で説明する各実施形態は、この視野角に納められる比較的小型のディスプ
レイよりも、この視野角を越える領域にまで画面が存在するような比較的大型のディスプ
レイに対して多くの効果を有するものである。
【００６１】
次に、本発明の第２の実施形態について説明する。第２の実施形態に係る自動車用表示装
置は、図１に示したものと同一構成である。ただし、ナビゲーション装置６は、必ずしも
必要ではない。
【００６２】
以下、第２の実施形態の作用を、図６に示すフローチャートを参照しながら説明する。車
両のイグニッションがオンとされると、まず、照度センサ４により、車両周囲の照度が検
出される（ステップＳＴ１１）。そして、例えば、日中にトンネル内に進入した場合等、
ライト（ヘッドライト、或いはスモールライト）が点灯したことが検出された際には（ス
テップＳＴ１２でＹＥＳ）、ディスプレイ２を夜用画面に変更する（ステップＳＴ１３）
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。
【００６３】
次いで、時間検出手段５にて検出される現在時刻及び、日付のデータを読み取ることによ
り（ステップＳＴ１４）、日時が日中であるかどうかが判断され（ステップＳＴ１５）、
同時に、照度センサ４により車両周囲の照度が検出され（ステップＳＴ１６）、照度の変
化が予め設定された所定値以上となったかどうかが判断される（ステップＳＴ１７）。そ
して、日中であり、且つ照度変化量が所定値以上である場合には（ステップＳＴ１８でＹ
ＥＳ）、晴天時の日中にトンネル内に進入した状況であると判断し、ディスプレイ２に表
示される画面の輝度を所定の方向に向けて漸減させる処理を行う（ステップＳＴ２０）。
【００６４】
この実施形態では、図７の特性図に示すように、ディスプレイ２の画面の上側から下側に
向けて画面の輝度を指数関数的に漸減させている。その結果、図８に示すように、画面の
上側が明るく、下側はほとんど見えなくらいの明るさとなるように表示される。即ち、画
面の下側の明るさを低下させることにより、画面全体の明るさの総量を低減させ、いたず
らに運転者の視覚を刺激することを回避し、ひいては暗い視野環境に視覚が順応すること
を促すことができる。
【００６５】
その一方で、画面の上側の明るさを低減させないことにより、トンネル内に進入したとき
のような比較的多くの注意力を要する状況下であってもなお表示しなければならない車速
等の情報は、前方を注視しているときの視線に近い部位に表示させ続けることができる。
更に、ディスプレイ２の画面の輝度を指数関数的に変化させているので、運転者以外の乗
員が画面を見た場合に見ることのできる最低限の明るさを保ちながら、画面のより広い範
囲を暗くして、いたずらに運転者の視覚を刺激することを回避することができる。
【００６６】
そして、画面の輝度を漸減する処理を行った後、コントローラ７は、逐次経過時間を測定
し（ステップＳＴ２１）、所定の時間が経過した場合には（ステップＳＴ２２でＹＥＳ）
、ディスプレイ２の画面の輝度を本来の夜用画面に戻す処理を行う（ステップＳＴ２３）
。なお、現在時刻が日中でないか、或いは、照度変化が所定値以上でない場合には（ステ
ップＳＴ１８でＮＯ）、画像処理を行わない（ステップＳＴ１９）。
【００６７】
次に、本発明の第３の実施形態について説明する。第３の実施形態に係る自動車用表示装
置は、図１に示したものと同一構成である。ただし、本実施形態では、照度センサ４は、
必ずしも必要ではない。
【００６８】
以下、第３の実施形態の作用を、図９に示すフローチャートを参照しながら説明する。車
両のイグニッションがオンとされると、まず、ライト（ヘッドライト、或いはスモールラ
イト）が点灯しているかどうかが判断される（ステップＳＴ３１）。そして、ライトが点
灯されたことが検出された際には（ステップＳＴ３１でＹＥＳ）、ディスプレイ２を夜用
画面に変更する（ステップＳＴ３２）。
【００６９】
次いで、時間検出手段５で検出される現在時刻、及び日付のデータを読み取り（ステップ
ＳＴ３５）、現在が昼間であるかどうかが判断される（ステップＳＴ３６）。更に、ナビ
ゲーション装置６より得られる道路データを参照し（ステップＳＴ３３）、現在の走行地
点がトンネル区間であるかどうかが判断される（ステップＳＴ３４）。
【００７０】
そして、昼間であり、且つ、トンネル内であると判断された場合には（ステップＳＴ３７
でＹＥＳ）、ディスプレイ２の画面輝度を所定の方向に向けて漸減させる（ステップＳＴ
３９）。この実施形態では、図１０の特性図に示すように、画面の上側から下側に向けて
画面輝度が段階的に減少するように変化させる。その結果、図１１に示すように、上側が
明るく、中間部分がやや明るく、且つ、下側が暗くなるような画面表示とすることができ
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る。
【００７１】
即ち、画面の中間部分や、下側の明るさを低減させることにより、画面全体の明るさの総
量を減少させ、いたずらに運転者の視覚を刺激することを回避し、ひいては、暗い視野環
境に視覚が順応することを促すことができる。
【００７２】
その一方で、画面の上側の明るさを低下させないことにより、トンネル内進入時のような
比較的多くの注意力を要する状況であってもなお表示しなければならない車速等の表示は
、前方を注視しているときの視線に近いところに表示し続けることができる。
【００７３】
しかも、画面上の輝度の変化を段階的としているので、比較的簡単な演算で画面輝度を計
算することができると共に、表示内容の重要度や緊急度と、画面輝度とを対応させること
が容易となる。
【００７４】
そして、画面の輝度を漸減する処理を行った後、コントローラ７は、逐次経過時間を測定
し（ステップＳＴ４０）、所定の時間が経過した後に（ステップＳＴ４１でＹＥＳ）、デ
ィスプレイ２の画面を本来の夜用画面に戻す処理を行う（ステップＳＴ４２）。なお、車
両の走行位置がトンネル内でないか、或いは、現在時刻が昼間でない場合には（ステップ
ＳＴ３７でＮＯ）、画像処理を行わない（ステップＳＴ３８）。
【００７５】
次に、本発明の第４の実施形態について説明する。第４の実施形態に係る自動車用表示装
置は、図１に示したものと同一構成である。
【００７６】
以下、第４の実施形態の作用を、図１２に示すフローチャートを参照しながら説明する。
車両のイグニッションがオンとされると、まず、照度センサ４により、車両周囲の照度が
検出される（ステップＳＴ５１）。更に、ライト（ヘッドライト、或いはスモールライト
）が点灯しているかどうかが判断される（ステップＳＴ５２）。そして、ライトが点灯さ
れたことが検出された際には（ステップＳＴ５２でＹＥＳ）、ディスプレイ２を夜用画面
に変更する（ステップＳＴ５３）。
【００７７】
次いで、ナビゲーション装置６より得られる道路データを参照して（ステップＳＴ５４）
、車両の現在の走行位置がトンネル内であるかどうかが判断され（ステップＳＴ５５）、
時間検出手段５にて得られる時刻及び日付のデータ参照して（ステップＳＴ５６）、現在
昼間であるかどうかが判断され（ステップＳＴ５７）、更に、照度センサ４にて検出され
る照度の変化量が所定量以上であるかどうかが判断される（ステップＳＴ５８、ＳＴ５９
）
そして、走行位置がトンネル内であり、昼間であり、且つ、照度変化が所定量以上である
と判断された場合には（ステップＳＴ６０でＹＥＳ）、晴天時の日中にトンネル内に進入
したような状況であると判断し、ディスプレイ２の画面を所定の方向に向けて漸減する処
理を加える（ステップＳＴ６２）。
【００７８】
この実施形態では、図１３の特性図に示すように、ディスプレイ２の画面の上側から下側
に向けて段階的に漸減させる処理を加える。その結果、図１４に示すように、上側ほど明
るく、下側はほとんど見えない暗くなるような画面表示とすることができる。
【００７９】
即ち、画面の中間部分や、下側の明るさを低減させることにより、画面全体の明るさの総
量を減少させ、いたずらに運転者の視覚を刺激することを回避し、ひいては、暗い視野環
境に視覚が順応することを促すことができる。
【００８０】
その一方で、画面の上側の明るさを低下させないことにより、トンネル内進入時のような
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比較的多くの注意力を要する状況であってもなお表示しなければならない車速等の表示は
、前方を注視しているときの視線に近いところに表示し続けることができる。
【００８１】
しかも、画面上の輝度の変化を段階的としているので、比較的簡単な演算で画面輝度を計
算することができると共に、表示内容のレベル（重要度や緊急度）と、画面輝度とを対応
させることが容易となる。更に、画面の輝度が多段階に変化するように制御しているので
、表示内容のレベルが多岐にわたる場合に、より有効である。
【００８２】
そして、画面の輝度を漸減する処理を行った後、コントローラ７は、逐次経過時間を測定
し（ステップＳＴ６３）、所定の時間が経過した後に（ステップＳＴ６４でＹＥＳ）、デ
ィスプレイ２の画面を本来の夜用画面に戻す処理を行う（ステップＳＴ６５）。なお、車
両の走行位置がトンネル内でないか、現在時刻が昼間でないか、或いは、照度変化が所定
量以上でない場合には（ステップＳＴ６０でＮＯ）、画像処理を行わない（ステップＳＴ
６１）。
【００８３】
次に、本発明の第５の実施形態について説明する。第５の実施形態に係る自動車用表示装
置は、図１に示したものと同一構成である。ただし、本実施形態では、照度センサ４、及
びナビゲーション装置６は、必ずしも必要ではない。
【００８４】
以下、第５の実施形態の作用を、図１５に示すフローチャートを参照しながら説明する。
車両のイグニッションがオンとされると、まず、ライト（ヘッドライト、或いはスモール
ライト）が点灯しているかどうかが判断される（ステップＳＴ７１）。そして、例えば、
車両がトンネル内に進入した場合で、ライトの点灯が検出された際には（ステップＳＴ７
１でＹＥＳ）、ディスプレイ２を夜用画面に変更する（ステップＳＴ７２）。
【００８５】
次いで、時間検出手段５にて検出される現在時刻及び日付のデータが参照され（ステップ
ＳＴ７３）、昼間であるかどうかが判断される（ステップＳＴ７４）。そして、昼間であ
る場合には（ステップＳＴ７４でＹＥＳ）、ディスプレイ２の画面を一旦減光する処理を
加える（ステップＳＴ７６）。その後、時間の経過を測定し（ステップＳＴ７７）、経過
時間に応じて画面を漸次増光し（ステップＳＴ７８）、所定時間経過後に（ステップＳＴ
７９でＹＥＳ）、画面輝度が、画面の上側から下側に向けて漸減した表示に変化させる（
ステップＳＴ８０）。
【００８６】
この実施形態では、図１６の特性図に示すように、ディスプレイ２の画面の上側と下側と
で２段階に輝度を変更する処理を加える。その結果、図１７に示すように、画面の上側が
明るく、下側はほとんど見えない程度に暗くなるような画面表示とすることができる。
【００８７】
即ち、画面の下側の輝度を低減させることにより、画面全体の明るさの総量を減少させ、
いたずらに運転者の視覚を刺激することを回避し、ひいては、暗い視野環境に視覚が順応
することを促すことができる。
【００８８】
その一方で、画面の上側の輝度を低下させないことにより、トンネル内進入時のような比
較的多くの注意力を要する状況であってもなお表示しなければならない車速等の表示は、
前方を注視しているときの視線に近いところに表示し続けることができる。
【００８９】
しかも、画面上の輝度の変化を段階的（この場合は２段階）としているので、比較的簡単
な演算で画面輝度を計算することができると共に、表示内容のレベル（重要度や緊急度）
と、画面輝度とを対応させることが容易となる。
【００９０】
そして、画面の輝度を漸減する処理を行った後、コントローラ７は、逐次経過時間を測定
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し（ステップＳＴ８１）、所定の時間が経過した後に（ステップＳＴ８２でＹＥＳ）、デ
ィスプレイ２の画面を本来の夜用画面に戻す処理を行う（ステップＳＴ８３）。なお、現
在時刻が昼間でない場合には（ステップＳＴ７４でＮＯ）、画像処理を行わない（ステッ
プＳＴ６１）。
【００９１】
以下に、ディスプレイ２の画面輝度を所定の方向に向けて漸減させる直前における、画面
の減光処理、及び増光処理（ステップＳＴ７６～ＳＴ８０の処理）について詳細に説明す
る。
【００９２】
例えば、ディスプレイ２の画面を一旦非表示状態とすれば、暗い視野環境に視覚が順応す
ることを促す点で効果的である。その様子を、図１８に示す特性図を参照しながら説明す
る。図１８は、時間、画面の明るさ、及び画面の上下方向の位置の３つの要素を三次元的
に表示した特性図であり、横軸が時間、縦軸が画面の明るさ、そして、奥行き方向軸が画
面位置とされている。
【００９３】
同図において、時刻Ａはライトを点灯させた時刻であり、ディスプレイ２の画面はこの時
刻Ａで、夜用画面（明るさが若干低下する画面）に変更される。また、時刻Ｂは、現在時
刻が昼間であると判断された時点（トンネル内進入時等、昼間で且つライトを点灯してい
る場合）であり、この時点Ｂにて、画面を非表示状態（画面全体を暗くした状態）にする
。
【００９４】
その後、所定時間が経過し、時刻Ｃにて画面の上側から下側に向けて明るさが漸減するよ
うに画面表示する。そして、更に時間が経過した時刻Ｄにて、画面全体を夜用の表示とす
る。
【００９５】
そして、このような処理では、車両がトンネル内に進入した場合には、ディスプレイ２の
画面が一旦非表示状態となるので、暗い視野環境に運転者の視覚が順応することを促すこ
とができる。
【００９６】
また、図１８に示した例では、車両がトンネル内に進入した際には、ディスプレイ２の画
面全体を一旦非表示状態としたが、画面の上側に車速等の重要な情報を表示しているよう
な場合には、この情報が表示されている領域のみを減光しないようにすることが効果的で
ある。この様子を図１９に示す特性図を参照しながら説明する。同図に示すように、この
表示方法は、図１８に示した表示方法と略同一であるが、時刻Ｂ（車両がトンネル内に進
入した場合等）となったときにディスプレイ２の画面の上側の明るさを低下させず、下側
のみを非表示状態としている。これにより、画面の上側に表示される車速等の重要度や緊
急度の高い情報を確実に表示することができるようになる。
【００９７】
また、図１８に示した例では、時刻Ｂで画面全体を非表示状態とし、その後時刻Ｃにて画
面の明るさが上側から下側に向けて漸減する画像に切り替える方法について説明したが、
重要度、緊急度の高い情報が表示される画面上側の領域を早めに表示させるようにするこ
とも可能である。即ち、図２０に示すように、時刻Ｂで画面全体が一旦非表示状態とされ
た後、画面の上側の領域のみが時刻Ｃ１の時点で表示を開始し、画面の下側の領域は、時
刻Ｃ１よりも遅い時刻Ｃにて表示を開始するようにすれば、運転者の視覚の順応性を高め
ると共に、重要度、緊急度の高い情報を早めに表示することができ、車速等の情報を素早
く確認することができるようになる。
【００９８】
更に、図１９では、ディスプレイ２の画面の上側の領域のみを明るく表示する例について
説明したが、車両がトンネル内に進入した際に、画面の下側の領域のみを非表示状態とし
、上側の領域を明るさを低減させて表示させるようにすることも可能である。図２１は、
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この様子を示す特性図であり、同図に示すように、車両がトンネルに進入する時刻Ｂにお
いて、画面の下側の領域を非表示状態とし、且つ、画面の上側の領域を明るさの低下した
状態で表示させる。そして、時刻Ｃ以降の表示方法は、図１８に示した例と同様である。
【００９９】
このような表示方法を採用すれば、運転者の視覚の順応性を高めると共に、重要度、緊急
度の高い情報は、明るさが低下された状態で表示されるので、運転者は即時にこの情報を
確認することができる。
【０１００】
また、図１８に示した例では、時刻Ｃにおいて即時に画面の明るさが切り替えられる場合
について説明したが、徐々に切り替えるようにすることもできる。即ち、図２２に示すよ
うに、時刻Ｃから、該時刻Ｃよりも遅い時刻Ｃ２にかけて一次関数的に明るさを増加させ
、２段階の明るさを有する画面とすることも可能である。この場合、時刻Ｃについても、
図２０の例で説明したように、画面の上側の領域と下側の領域とで異なるように設定して
も良い。
【０１０１】
更に、図２３に示すように、時刻Ｃに先立つ時刻Ｃ３を設定し、該時刻Ｃ３にて画面の上
側の領域を段階的に増光させることも可能である。なお、図２３の例では、２段階に増光
しているが、３段階以上としても良い。また、画面下側の領域の増光を段階的に行うこと
も可能である。
【０１０２】
加えて、図２４に示すように、画面上側の領域を時刻Ｃ３から指数関数的に増光し、且つ
、画面下側の領域を時刻Ｃから指数関数的に増光させるようにすることも可能である。な
お、画面の明るさが上側から下側に向けて漸減する画像となる時刻が、画面の上側と下側
で一致しなくても良い。また、増光開始の時刻が同一であっても良い（即ち、時刻Ｃと時
刻Ｃ３とが一致しても良い）。
【０１０３】
また、前述した図１８～図２４で示した各画面表示例は、図１６に示した特性図のように
、ディスプレイ２の画面の上側領域と下側領域との２段階に明るさが切り替えられる場合
に限られるものでは無く、前述した種々の、画面上側から下側に向けて明るさが漸減する
場合について適用することができる。
【０１０４】
次に、本発明の第６の実施形態について説明する。第６の実施形態に係る自動車用表示装
置は、図１に示したものと同一構成である。ただし、本実施形態では、照度センサ４、及
びナビゲーション装置６は、必ずしも必要ではない。
【０１０５】
以下、第６の実施形態の作用を、図２５に示すフローチャートを参照しながら説明する。
車両のイグニッションがオンとされると、まず、ライト（ヘッドライト、或いはスモール
ライト）が点灯しているかどうかが判断される（ステップＳＴ９１）。そして、例えば、
車両がトンネル内に進入した場合で、ライトの点灯が検出された際には（ステップＳＴ９
１でＹＥＳ）、ディスプレイ２を夜用画面に変更する（ステップＳＴ９２）。
【０１０６】
次いで、時間検出手段５にて検出される現在時刻及び日付のデータが参照され（ステップ
ＳＴ９３）、昼間であるかどうかが判断される（ステップＳＴ９４）。そして、昼間であ
る場合には（ステップＳＴ９４でＹＥＳ）、ディスプレイ２の画面を輝度が所定方向に向
けて漸減するように画像処理を加える（ステップＳＴ９６）。
【０１０７】
図２６は、本実施形態における画面の明るさと、画面の上下方向の座標、及び左右方向の
座標との関係を示す特性図であり、図示のように、本実施形態では、ディスプレイ２の画
面の右上側（車両が右ハンドルの場合）の領域が明るく表示され、画面下側、及び左側に
向けて明るさが段階的に低減するように設定されている。そして、図２７の表示例に示す
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ように、画面の右上側の領域では画面が明るく表示され、画面の下端部、及び左端部では
、画面がほとんど見えない程度に暗く表示されている。
【０１０８】
即ち、画面の左側、及び下側の輝度を低減させることにより、画面全体の明るさの総量を
減少させ、いたずらに運転者の視覚を刺激することを回避し、ひいては、暗い視野環境に
視覚が順応することを促すことができる。
【０１０９】
その一方で、画面の右上側の輝度を低下させないことにより、トンネル内進入時のような
比較的多くの注意力を要する状況であってもなお表示しなければならない車速等の表示は
、前方を注視しているときの視線に近いところに表示し続けることができる。
【０１１０】
しかも、画面上の輝度の変化を段階的（この場合は３段階）としているので、比較的簡単
な演算で画面輝度を計算することができると共に、表示内容のレベル（重要度や緊急度）
と、画面輝度とを対応させることが容易となる。
【０１１１】
その後、時間の経過を測定し（ステップＳＴ９７）、経過時間に応じて画面を漸次増光す
る処理を行う（ステップＳＴ９８）。この処理により、夜用画面に戻す際の変化に自然な
感じを持たせることができる。そして、所定時間経過後に（ステップＳＴ９９でＹＥＳ）
、画面輝度が、本来の夜用画面に達する（ステップＳＴ１００）。なお、第６の実施形態
では、右側にハンドルがあるタイプの車両に適用する例について説明したが、左側にハン
ドルを有するタイプの車両では、表示画面は左右対称となる。
【０１１２】
次に、本発明の第７の実施形態について説明する。第７の実施形態に係る自動車用表示装
置は、図１に示したものと同一構成である。ただし、本実施形態では、ライト点灯状態検
出手段３、及びナビゲーション装置６は、必ずしも必要ではない。
【０１１３】
以下、第７の実施形態の作用を、図２８に示すフローチャートを参照しながら説明する。
車両のイグニッションがオンとされると、まず、照度センサ４により車両周囲の照度が検
出される（ステップＳＴ１１１）。そして、この照度センサ４により検出される照度が急
激に変化したかどうかが判断され（ステップＳＴ１１２）、所定時間あたりの変化量が大
きい場合には（ステップＳＴ１１２でＹＥＳ）、ディスプレイ２を夜用の画面に変更する
処理を加える（ステップＳＴ１１３）。更に、時間検出手段４にて検出される現在時刻、
及び日付のデータを参照し（ステップＳＴ１１４）、日時が昼間であるかどうかが判断さ
れる（ステップＳＴ１１５）。
【０１１４】
そして、昼間でないと判断された場合には（ステップＳＴ１１５でＮＯ）、画像処理を行
わず（ステップＳＴ１１６）、昼間であると判断された場合には（ステップＳＴ１１５で
ＹＥＳ）、ディスプレイ２上の画面輝度を所定の方向に向けて漸減させる処理を加える（
ステップＳＴ１１７）。
【０１１５】
この実施形態では、左側にハンドルを有するタイプの車両に適用する場合を想定しており
、図２９に示すように、画面の左上から右下に向けて、明るさを直線的に漸減させている
。その結果、図３０に示すように、画面の左上近傍が明るく表示され、右下に向かうにつ
れて徐々に暗くなり、右下近傍では、画面がほとんど見えないくらいの明るさとされてい
る。
【０１１６】
即ち、画面の右下側の輝度を低減させることにより、画面全体の明るさの総量を減少させ
、いたずらに運転者の視覚を刺激することを回避し、ひいては、暗い視野環境に視覚が順
応することを促すことができる。
【０１１７】
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その一方で、画面の左上側の輝度を低下させないことにより、トンネル内進入時のような
比較的多くの注意力を要する状況であってもなお表示しなければならない車速等の表示は
、前方を注視しているときの視線に近いところに表示し続けることができる。
【０１１８】
しかも、画面上の輝度を直線的に変化させているので、比較的簡単な演算で画面輝度を計
算することができる。
【０１１９】
その後、時間の経過を測定し（ステップＳＴ１１８）、所定の時間が経過した場合には（
ステップＳＴ１１９でＹＥＳ）、ディスプレイ２の画面を本来の夜用画面に戻す処理を行
う（ステップＳＴ１２０）。
【０１２０】
なお、第７の実施形態では、左側にハンドルを有するタイプの車両に適用する場合の表示
例について説明したが、右側にハンドルを有するタイプの車両に適用する場合には、表示
画面を左右対称にすれば良い。
【０１２１】
次に、本発明の第８の実施形態について説明する。第８の実施形態に係る自動車用表示装
置は、図１に示したものと同一構成である。ただし、本実施形態では、ライト点灯状態検
出手段３は、必ずしも必要ではない。
【０１２２】
以下、第８の実施形態の作用を、図３１に示すフローチャートを参照しながら説明する。
車両のイグニッションがオンとされると、まず、照度センサ４により車両周囲の照度が検
出される（ステップＳＴ１４１）。そして、この照度センサ４により検出される照度が急
激に変化したかどうかが判断され（ステップＳＴ１４２）、所定時間あたりの変化量が大
きい場合には（ステップＳＴ１４２でＹＥＳ）、ディスプレイ２を夜用の画面に変更する
処理を加える（ステップＳＴ１４３）。更に、ナビゲーション装置６より与えられる道路
データを参照し（ステップＳＴ１４４）、現在走行位置がトンネル区間であるかどうかが
判断される（ステップＳＴ１４５）。同時に、時間検出手段４にて検出される現在時刻、
及び日付のデータを参照し（ステップＳＴ１４６）、日時が昼間であるかどうかが判断さ
れる（ステップＳＴ１４７）。
【０１２３】
そして、トンネル区間でないか、或いは昼間でないと判断された場合には（ステップＳＴ
１４８でＮＯ）、画像処理を行わない（ステップＳＴ１４９）。他方、トンネル区間であ
り、且つ、昼間であると判断された場合には（ステップＳＴ１４８でＹＥＳ）、晴天の日
中に車両がトンネル内に進入したような状況であると判断し、ディスプレイ２の画面を一
旦減光する処理を加える（ステップＳＴ１５０）。
【０１２４】
その後、経過時間が測定され（ステップＳＴ１５１）、所定時間が経過した場合には（ス
テップＳＴ１５２でＹＥＳ）、画面輝度が所定の方向に向けて漸減するように画面表示を
変化させる（ステップＳＴ１５３）。例えば、右側にハンドルを有するタイプの車両であ
れば、画面上端の左右方向中央よりやや右寄りの位置から、画面下端の左右方向中央より
やや左よりの位置に向けて、或いは、単に画面右端から画面左端に向けて明るさが漸減す
るように表示する。
【０１２５】
次いで、経過時間が測定され（ステップＳＴ１５４）、経過時間に応じて画面を増光させ
（ステップＳＴ１５５）、所定時間が経過した時点で（ステップＳＴ１５６でＹＥＳ）、
画面を本来の夜用画面の明るさに戻す処理を行う（ステップＳＴ１５７）。夜用画面の明
るさに戻す際の処理としては、図１８～図２４で説明したように、直線的、段階的、或い
は指数関数的に変化させる方法を用いることができる。
【０１２６】
そして、本実施形態に係る自動車用表示装置においても、前述の各実施形態と同様に、画
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面の明るさの総量を減少させることにより、運転者の視覚の順応性を向上させることがで
きる。また、必要な情報を確実に運転者に認識させることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に係る自動車用表示装置の構成を示すブロック図である。
【図２】本発明の第１の実施形態に係る自動車用表示装置の処理手順を示すフローチャー
トである。
【図３】第１の実施形態に係る自動車用表示装置の、画面位置と明るさの変化との関係を
示す特性図である。
【図４】第１の実施形態に係る自動車用表示装置による表示例を示す説明図である。
【図５】有効視野範囲と、ディスプレイ画面の大きさを示す説明図である。
【図６】本発明の第２の実施形態に係る自動車用表示装置の処理手順を示すフローチャー
トである。
【図７】第２の実施形態に係る自動車用表示装置の、画面位置と明るさの変化との関係を
示す特性図である。
【図８】第２の実施形態に係る自動車用表示装置による表示例を示す説明図である。
【図９】本発明の第３の実施形態に係る自動車用表示装置の処理手順を示すフローチャー
トである。
【図１０】第３の実施形態に係る自動車用表示装置の、画面位置と明るさの変化との関係
を示す特性図である。
【図１１】第３の実施形態に係る自動車用表示装置による表示例を示す説明図である。
【図１２】本発明の第４の実施形態に係る自動車用表示装置の処理手順を示すフローチャ
ートである。
【図１３】第４の実施形態に係る自動車用表示装置の、画面位置と明るさの変化との関係
を示す特性図である。
【図１４】第４の実施形態に係る自動車用表示装置による表示例を示す説明図である。
【図１５】本発明の第５の実施形態に係る自動車用表示装置の処理手順を示すフローチャ
ートである。
【図１６】第５の実施形態に係る自動車用表示装置の、画面位置と明るさの変化との関係
を示す特性図である。
【図１７】第５の実施形態に係る自動車用表示装置による表示例を示す説明図である。
【図１８】第５の実施形態に係る自動車用表示装置の、画面位置、明るさ、及び時間経過
の関係の第１の例を示す特性図である。
【図１９】第５の実施形態に係る自動車用表示装置の、画面位置、明るさ、及び時間経過
の関係の第２の例を示す特性図である。
【図２０】第５の実施形態に係る自動車用表示装置の、画面位置、明るさ、及び時間経過
の関係の第３の例を示す特性図である。
【図２１】第５の実施形態に係る自動車用表示装置の、画面位置、明るさ、及び時間経過
の関係の第４の例を示す特性図である。
【図２２】第５の実施形態に係る自動車用表示装置の、画面位置、明るさ、及び時間経過
の関係の第５の例を示す特性図である。
【図２３】第５の実施形態に係る自動車用表示装置の、画面位置、明るさ、及び時間経過
の関係の第６の例を示す特性図である。
【図２４】第５の実施形態に係る自動車用表示装置の、画面位置、明るさ、及び時間経過
の関係の第７の例を示す特性図である。
【図２５】本発明の第６の実施形態に係る自動車用表示装置の処理手順を示すフローチャ
ートである。
【図２６】第６の実施形態に係る自動車用表示装置の、画面位置と明るさの変化との関係
を示す特性図である。
【図２７】第６の実施形態に係る自動車用表示装置による表示例を示す説明図である。
【図２８】本発明の第７の実施形態に係る自動車用表示装置の処理手順を示すフローチャ
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ートである。
【図２９】第７の実施形態に係る自動車用表示装置の、画面位置と明るさの変化との関係
を示す特性図である。
【図３０】第７の実施形態に係る自動車用表示装置による表示例を示す説明図である。
【図３１】本発明の第８の実施形態に係る自動車用表示装置の処理手順を示すフローチャ
ートである。
【符号の説明】
１　自動車用表示装置
２　ディスプレイ（画像表示手段）
３　ライト点灯状態検出手段
４　照度センサ
５　時間検出手段
６　ナビゲーション装置
７　コントローラ
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【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】 【 図 ７ 】

【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】 【 図 １ ３ 】

【 図 １ ４ 】
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【 図 １ ５ 】 【 図 １ ６ 】

【 図 １ ７ 】

【 図 １ ８ 】 【 図 １ ９ 】

(20) JP 3620443 B2 2005.2.16



【 図 ２ ０ 】 【 図 ２ １ 】

【 図 ２ ２ 】 【 図 ２ ３ 】
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【 図 ２ ４ 】 【 図 ２ ５ 】

【 図 ２ ６ 】

【 図 ２ ７ 】

【 図 ２ ８ 】
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【 図 ２ ９ 】

【 図 ３ ０ 】

【 図 ３ １ 】

(23) JP 3620443 B2 2005.2.16



フロントページの続き

(74)代理人  100098327
            弁理士　高松　俊雄
(72)発明者  中路　義晴
            神奈川県横浜市神奈川区宝町２番地　日産自動車株式会社内
(72)発明者  北崎　智之
            神奈川県横浜市神奈川区宝町２番地　日産自動車株式会社内
(72)発明者  加藤　和人
            神奈川県横浜市神奈川区宝町２番地　日産自動車株式会社内
(72)発明者  土方　俊介
            神奈川県横浜市神奈川区宝町２番地　日産自動車株式会社内
(72)発明者  平尾　章成
            神奈川県横浜市神奈川区宝町２番地　日産自動車株式会社内

    審査官  後藤　亮治

(56)参考文献  特開平０９－２４４００３（ＪＰ，Ａ）
              特開平１０－１４８５３４（ＪＰ，Ａ）
              特開２００２－１６６７８７（ＪＰ，Ａ）
              特開２００２－１６６７４８（ＪＰ，Ａ）

(58)調査した分野(Int.Cl.7，ＤＢ名)
              G09G  5/00  -  5/42
              G06F  3/14  -  3/153
              B60K 35/00
              B60R 11/02
              G08G  1/00  -  9/02

(24) JP 3620443 B2 2005.2.16


	bibliographic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

